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（１�）序章　梅毒の再興にみる性感染症
の現状

　厚生労働省は、2014年３月に発行された国
立感染症研究所（以下、感染研と略す）の報
告「増加しつつある梅毒−感染症発生動向調
査からみた梅毒の動向−」１）を受け、都道府
県、保健所設置市、特別区の衛生主管部（局）
宛てに注意喚起のための事務連絡を発しまし
た。図１は、感染研による梅毒総報告数の年
次推移（1999-2023年）ですが、2012年875例
に対し、11年後の2023年には14,906例と約17
倍に増加しています。2024年も速報値として
14,663例が報告され、高止まり傾向が続いて
います。
　 梅 毒（ 学 名Treponema pallidum、 英 語 名
Syphilis）は、梅毒トレポネーマ（Treponema 

pallidum subspecies pallidum、TPと略される）
という細菌を病原体とする性感染症のひとつ
です。皮膚や粘膜の小さな傷からTPが侵入・

感染し、やがて血行性転移で全身に運ばれ、
様々な症状を引き起こします。感染症法（感
染症の予防及び感染症の患者に対する医療に
関する法律）では第５類に分類され、医療機
関には保健所への届出が義務付けられていま
す。
　日本性感染症学会は、性感染症を「性行為
またはそれに類似した行為で感染する病気の
総称」と定義していますが、性行為及び類似
行為には、膣性交以外に、アナルセックス（肛
門性交）やオーラルセックス（口腔性交）等
の様々な形態の性的行為が含まれます。
　梅毒は、感染した妊婦から児へ母子感染を
することでも知られ、先天梅毒と呼ばれてい
ます。難聴や知的障害などの重篤な障害を遺
す可能性があるため、産婦人科や小児科領域
においても警戒されるようになりました。日
本産婦人科学会は、2022年には10代妊婦の
200人に１人が梅毒感染者であったと報告し
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ました。2024年４月に横浜市の駅前にて、日
本産科婦人科学会に所属する医師およそ10人
が、梅毒への注意を呼びかけるチラシを配っ
たというNHKニュース（2024年４月21日）は
記憶に新しいところです。梅毒の歴史、病原
体、症状、診断法、治療法、予後などの詳細
につきましては、日本性感染症学会の『梅毒
診療ガイド（第２版）』２）や「学会主催緊急セ
ミナー」３）が参考になります。
　梅毒患者数の指数関数的な増加について
は、マスメディアでも取り上げられましたが、
我が国は、過去に同様の現象をHIV/AIDSに
ついて経験しています。HIV感染症は、1981
年に発見されたヒト免疫不全ウィルスを病原
体とする感染症です。感染経路は、母子感染
や麻薬の注射針・注射筒の使い回しなどもあ
り、性行為だけに限りませんが、性感染症
のひとつに分類されています。AIDS（後天
性免疫不全症候群）は、HIVが免疫細胞に感
染することにより全身性免疫不全の状態にな
り、ニューモシスチス肺炎やカンジダ症など
の日和見感染症や悪性腫瘍を発症した状態を
指します。
　図２の左軸は新規HIV感染者数、右軸は新
規AIDS患者数です。1985年に統計を取り始

めて以来、増加ないし横ばい傾向から減少に
転じる2017年までに30年余りを要しました。
先進国の中で日本だけが唯一HIV/AIDSが増
え続けていると長年言われてきた所以です。
　HIV/AIDS流行時には、最も有効な予防対
策としてコンドーム・プロモーション（コ
ンドーム推進運動）が、世界中で組織的かつ
大々的に取り組まれました。なかでもタイ保
健省の性産業界への協力要請を含む「100%
コンドーム・キャンペーン」はよく知られて
います。我が国における近年の梅毒再興は、
HIV/AIDSの教訓が活かされなかったことを
暗に示しています。なお本稿におけるコン
ドームとは、特に断わりのない限り男性用コ
ンドームを指しますが、他に女性用やアナル
セックス用、指用のものなどもあります。
　本稿の第一章では、筆者が博士課程の研究
テーマとして実施した性産業労働者（以下、
Commercial Sex Workerの頭文字をとって
CSWと表記する）のアンケート調査（以下、
大阪CSWスタディと表記する）４）５）から得ら
れた知見を基に、性感染症のリスクという観
点から、我が国の若年女性の特性について考
察します。大阪CSWスタディは、市内繁華街
のX皮膚科・性病科診療所を検診目的に受診
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したCSWを対象に、自己記入式アンケートを
用いて実施されました。CSWは、俗に風俗嬢
と称されますが、性的サービスと引き換えに
金銭的対価を得ることを職業とする労働者を
指します。
　歴史的に性感染症予防対策と言えば、CSW
に対して梅毒検査を国家が強制することを
意味しました。明治以降、売春防止法（以
下、売防法と略す）成立（1956年）までの間、
CSWは国家が管理する公娼制度下にあった
のですが、彼女たちは、梅毒の感染源とみな
され、強制的・定期的に検査を受ける義務を
課されていました。日本の公娼制度は、人身
売買にあたるとして国の内外からの批判にさ
らされ、売防法の成立をもって廃止に至りま
した。
　第二章では、性感染症予防対策の阻害要因
としての視点から売防法を考察します。さら
に第三章では、売防法以外の阻害要因につい
て考察し、終章では、序章から三章のまとめ
として、真に有効な対策のために必要な条件
を「原点」として提起します。

（２�）第一章　性感染症に対するハイリ
スク集団とその特性

　 �−「CSW」と「性行動の活発な若年女性」
のあいだの「連続性」−

　CSWは、性感染症の被害を最も受けやすい
高リスク集団であり、それ故に性感染症に対
して最も意識の高い集団と言えます。実際に
性病科（性感染症科）診療所を定期受診する
CSWは少なからず存在し、大阪CSWスタディ
では、1年間に実数で約500名が受診しました。
平均して１か月毎に受診するので、延べ人数
は約6000名/年になります。
　感染研の調査６）の結果、2019年の女性梅毒
患者2,255名のうち740名（33%）が直近６か
月間に「性風俗産業の従事歴がある」と回答

し、2020年は1,965名中661名（34%）、2021年
は2,686名中1,010（38%）と、年々その割合は
増加していると報告されました。CSWの意
識の高さとCSW以外の若年女性の受診しに
くさに鑑みますと、セックスワーク経験者の
割合は報告されたそれより低いと推測されま
す。
　過去20−25年の間に、性的サービスの売買
行為は、潜行化・不可視化したと言われます。
SNSの普及を背景に、交流サイトを通じた援
助交際やパパ活といった直接交渉が出現した
こと、公園や繁華街を移動しながら直接客引
きをする形態が出現したこと、CSWが業者を
通す場合であっても出張型が増えたことなど
がその理由としてあげられています。現在流
行中の梅毒患者は、男性が20代から40代まで
幅広く分布しているのに対し、女性は20代に
集中しているのが特徴です。この現象と潜行
化・不可視化した性産業市場の動向とは無関
係ではないと思われます。大阪CSWスタディ
の結果もCSWと性行動の活発な女性の間の
連続性を推測させるものでした。
　大阪CSWスタディを実施した1998年から
1999年にかけては、「ファッションヘルス」
と呼ばれる店舗型の性産業が隆盛を極めてい
ました。短時間のオーラルセックスを主とす
るサービスであることから「射精産業」とも
呼ばれますが、性交疑似行為は、売防法の処
罰の対象になりません。20世紀末は、経済不
況を反映してか、安価かつ合法な性産業が活
況を呈した特異的な時代でした。合法である
ことが、CSWの調査を可能にした背景でもあ
りました。
　調査では、CSWをソープランドや旧赤線地
帯の膣性交を前提とする労働者を膣性交労働
者とオーラルセックスを主とする非膣性交労
働者に分類しました。各々の社会人口学的属
性や労働条件を比較した結果を表１に示しま
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す。非膣性交労働者において、膣性交労働者
と比較して有意な差が見られたのが、１）年
齢が低い、２）性産業に従事している期間が
短い、３）１日あたりの客数が多い、４）客
１人あたりの従事時間が短い、５）１日あた
りの収入が低いでした。この調査結果は、非
膣性交労働者が、膣性交労働者と性行動が活
発な若年女性の間の中間的存在であることを
推測させるものでした。
　自らが性産業を経験し、その後、ルポライ
ターとしてCSWの取材をしている酒井あゆ
みの一連の著書７）８）９）10）は、21世紀を迎え
た後もいよいよ社会経済的に生きづらくなる
女性たちと性産業の関係を伝えています。酒
井は、オーラルセックスを主とする業種から
より収入を得られるソープランドや旧赤線に
転職する例が、過去25年くらいの間に増加し
ていると言います。また、援助交際、パパ活、

出張型ヘルスという新しい業態の参入もあっ
て、業界は供給過多状態にあり、価格破壊や
コンドーム不使用が増えているとも言いま
す。酒井の一連の著書からも、膣性交労働者
と非膣性交労働者、性行動の活発な若年女性
の三者が連続的かつ流動的であることがわか
ります。
　表２は、過去の性感染症歴についての回答
結果です。対象となる性感染症は、クラミジ
ア、淋病、梅毒が一般的ですが、症状に応じ
て膣トリコモナス症、性器ヘルペス症、尖圭
コンジローマ、カンジダ症が診断・治療され
ます。
　非膣性交労働者は、コンドームを使用しな
い慣習になっていますが、クラミジア菌や淋
菌などが口腔・咽頭粘膜を介して感染するこ
とが明らかになっています。クラミジア、淋
菌、性器ヘルペス症などの梅毒以外の性感染
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症に関しては、最近の情報も掲載されている
蓮池林太郎著「性病の病状と予防法」11）や尾
上泰彦著「性感染症」12）等が参考になります。
　膣性交労働者は、コンドーム使用が原則で
すが、顧客との交渉により使用しないことも
あることがアンケートの別の項目から判明し
ています。グループAの疾患のうち毛ジラミ
症以外は、コンドームの適切な使用により予
防が可能です。グループBは、新たな感染以
外に、性器ヘルペス等の過去に一度感染する
と免疫力に応じて再発の可能性がある疾患群
です。全ての性感染症のうちいずれかの既往
歴を持つ者の割合は、膣性交、非膣性交労働
者の各々において67.4%, 60.8%といずれも高
率でした。既往歴の視点からも、CSWを含め
た若年女性全体のリスクが高いことが推測さ
れます。
　次章では、本音と建前を使い分けながら恣
意的に運用されてきた売防法について、性感
染症予防対策の阻害要因という視点から考察
をします。

（３�）第二章　性感染症予防対策の阻害
要因としての売防法

　2023年12月20日付のNHKウェブニュース
は、「警視庁生活安全総務課が、2023年１月
１日から12月19日までの期間に、新宿区大久
保公園付近で客待ちをしていた女性140人を
売防法違反容疑で検挙した」と報じました13）。
多くは、20代の女性です。売防法は売春を禁
止していますが、売春・買春行為そのものに
罰則はありません。ところが公に客を勧誘す
る行為は、売防法第５条・売春誘引違反（６
か月以下の懲役又は１万円以下の罰金）とし
て、今回のように取り締まられることがあり
ます。各地方自治体が定める迷惑防止条例違
反容疑の可能性もありますが、いずれも刑事
罰が科せられる可能性をはらんでいます。路
上や公園で売春の客待ちをする女性は俗に

「立ちんぼ」ないしは「街娼」、「ストリートガー
ル」などと称されますが、今回、「警視庁が
摘発実態を初めて公表した」と報じられまし
た。何故、今になって大量検挙なのか、歴史
的事実を踏まえて明らかにされる必要があり
ます。
　1956年（昭和31年）に成立した売防法は、
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第二次大戦後の社会混乱期を経て、公娼制度
を解体し、貧困女性を過酷な搾取から救済す
るという大義名分のもとに成立した法律でし
たが、直後からその運用が恣意的であり、抜
け穴だらけの「ザル法」ではないかと言われ
てきました。公娼とは、公に届けることによっ
て特定の場所にて営業を許可されたCSWを
指します。歴史学者の藤目ゆきは、売防法が
CSWをいっそう過酷な状況に追いつめたこ
とを実証しました14）。
　売防法は、成立後68年の年月を経て、2024
年４月に改正されました。改正内容は、第３
章の補導処分と、第４章の保護更生の内容が
時代にそぐわなくなったことから、売防法か
ら切り離され、「困難な問題を抱える女性へ
の支援に関する法律（新法）」として制定さ
れました。また、第１章第１条の目的・基本
理念であった 「売春をなすおそれのある女子
に対する補導処分・保護更生」が削除され、

「女性の福祉」「人権の尊重や擁護」「男女平
等」といった視点が明確に示されました。残
念ながら、性感染症が潜行化・不可視化する
要因となっている第１章総則と第２章刑事処
分は存続することになりました。具体的には、
第１章の「主な規定」、「第２条定義」、「第３
条売春の禁止」と、第２章の「刑事処分（主
な罰則）」、「第５条勧誘等」、「第６条周旋等」、

「第11条場所の提供」、そして「第12条売春を
させる業」の部分です。
　ここで売防法の成立過程を振り返ってみま
すと、成立反対論の中に次の１）から４）の
ような理由が挙がっていたと、陸路順子がそ
の著書『法の中の男女不平等』15）にて紹介し
ています。１）たとえ法律ができたとしても
世の中から売春はなくならない。２）売春は
ますます闇にもぐって性病が蔓延する。３）
男性の性欲のはけ口がなくなると良家の子女
が見境なく襲われ、社会不安におちいる。４）

特殊飲食業を認めていたことは、一方におい
て貧しい女性を救済してきた。今廃止された
ら哀れな売春婦達の生活はどうなるのか‥。
　反対論１）については、現在も性的サービ
スに対して金銭的対価を得る行為は、法の目
をかいくぐりながら脈々と存続しています。
２）については、戦後混乱期に成立した1948
年成立（1998年廃止）の性病予防法が一定の
成果をあげた時期もありましたが、1990年代
からHIV/AIDSが流行し、クラミジアや淋菌
による感染症が蔓延し、現在は梅毒が再興し
ていることから、「闇にもぐって性病が蔓延
する」という懸念は的を射ていたと言えます。
３）の売防法が「占領軍の良家の子女に対す
る性犯罪を増加させる」という論理は、しば
しば国家が「必要悪」として公娼制度の存在
理由として使用してきたものですが、もとよ
り売防法によって性犯罪が横行するという事
実はどの国にもないと言われています。４）
の特殊飲食業に関してですが、売防法成立以
降、店舗は「料亭」、業界団体は「料理組合」
の名目で現在も存続しています。フリーライ
ターの井上理律子は、その著書「さいごの色
街飛田」16）の中で、百数十軒の「料亭」が立
ち並ぶ大阪市西成区の飛田新地でCSW以外
の経営者や労働者を中心に聞き書きしていま
す。
　一方、売防法成立運動の主勢力だったのは
日本キリスト教婦人矯風会ですが、彼女たち
は、売春やCSWを「悪」とし、「貧しさゆえ
に虐げられた被害女性を救済すること」を運
動の目的としました。このような宗教的倫理
観に基づくCSW救済運動は、当事者たちから
支援を得られず、CSWの中には労働組合を組
織して「労働条件・待遇の改善」を要求した
人たちもいました14）。貧しいCSWが人身売買
や暴力・監禁などの被害を受けた時は、売防
法以外の刑法で加害者を罰することが可能で
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す。
　売防法による処罰を怖れるあまり医療機関
を受診しづらくなれば、性感染症は蔓延しや
すくなります。新宿大久保公園の大量検挙事
件を契機に、売防法の恣意的運用についても
議論されるべき時期に来ていると思います。

（４）第三章　売防法以外の阻害要因 
　 �−コンドーム・プロモーションの視点か
ら−

　我が国におけるコンドームの歴史は古く、
1909年が第１号と伝えられています17）。現在
のラテックス製コンドームの基礎となるコ
ンドームは、岡本巳之助らによって開発さ
れ、1934年、オカモト株式会社（1934年岡本
ゴム工業所、1968年岡本理研ゴム株式会社に
商号変更、1985年オカモト株式会社に商号変
更）は、ラテックス製コンドーム、ゴム長
靴、ゴム引き布のメーカーとして創業しまし
た18）。我が国においては、長年にわたりコン
ドームが主に避妊目的で使われてきたという
歴史がありますが、序章の冒頭で示した梅毒
報告数の指数関数的増加をみますと、少なく
とも過去10数年の間は、コンドームが期待さ
れたようには普及していないと考えざるを得
ません。コンドームの出荷数は、薬事工業生
産動態統計によりますと、2000年の342万グ
ロス（１グロス＝144個）から、2005年は245
万グロス、2010年は197万グロスに激減した
と報告されています。その後、販売数は増加
したとの報告もありますが、2010年以降の統
計が定かではありません。我が国における主
なコンドームメーカーは、オカモト、不二ラ
テックス、相模ゴムですが、オカモトのシェ
アが圧倒的に大きいと言われます。世界的に
は英国やタイのメーカーが大きなシェアを占
めていますが、オカモトは薄く品質に優れる
差別化された製品（例えば0.01ミリのゼロワ

ン）で安定的な国内シェアを維持しており、
広報・宣伝分野に向けた企業努力は期待でき
ません。
　コンドーム・プロモーションが低迷してい
る要因のひとつとして、HIV/AIDSに対する
姿勢が変わってきたことが挙げられます。国
立国際医療研究センターエイズ治療・研究開
発センター治療開発室長の水島大輔医師は、
2024年７月18日付メディカル・トリビューン
紙に、「HIV感染症の今後の展開」と題して、
薬物治療の進歩は著しく、数か月以内に血中
ウィルス量が検出限界未満に下がって非感染
者と同様の生活が送れること、未診断者の早
期診断・早期治療が感染者自身にも公衆衛生
学的にも重要であること、さらに性交前の曝
露前予防薬（PrEP）がHIV予防のゲームチェ
ンジャーとなり得るとしています。残念なが
ら感染予防の有効な手段であるコンドームに
ついては一言も触れられていませんでした。
薬物治療の著しい進歩は喜ばしいことです
が、特効薬や予防薬の開発が予防意識の低下
を招かないような工夫が必要です。
　特効薬と並んでコンドーム・プロモーショ
ンを阻害しうるのが、HPV（ヒト乳頭種ウィ
ルス）ワクチン普及キャンペーンです。HPV
のうち16型・18型は女性の子宮頸癌の、６型・
11型は尖圭コンジローマの原因ウィルスと言
われています。コンドームを正しく装着して
いれば、HPV感染も予防できるのですが、そ
こは省略されてワクチン普及キャンペーンが
張られています。副反応への怖れもあって
HPVワクチンの接種率が伸び悩んでいると新
聞報道にありましたが（2024年12月16日付毎
日新聞朝刊）、性感染症についての正確な情
報を伝えた上で、当事者や保護者が納得して
接種するという手続きを踏みたいものです。
そのような場は、同時に性教育の良い機会に
なり得ます。
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　コンドーム・プロモーションには、「性行
為の奨励をしている」というレッテルが張ら
れ、人前で話題にするのは不道徳であるとい
う社会的風潮が長きに渡って続いてきまし
た。宮坂靖子（奈良大学）は、「日本近代に
おける避妊の受容と家族の情緒化−1920年代
を中心とした女性雑誌の言説分析−」19）の中
で、コンドームを含む避妊法について、「主
婦之友」や「婦人公論」への読者の投稿を分
析しています。投稿内容は、避妊行為に関す
る賛否両論さまざまですが、100年前からコ
ンドームが夫の不倫の誘因となったという投
稿があったとあります。
　他の阻害要因として性教育の後退・保守化
傾向があります。性教育と宗教や政治との深
い関わりについて、山口智美（文化人類学者）
/斉藤正美（社会学者）は、その著書20）の中で、
1990年代から宗教右派の人々が保守派の政治
家と共同して、地方自治体の行政や国政に深
く入り込み、性教育のバッシングをはじめた
と報告しています。そして、性教育へのバッ
シングが、選択的夫婦別姓や男女共同参画社
会基本法（1999年）、LGBT理解増進法（2023
年）に対する反対運動、反フェミニズム運動
などの一連の動きとひとつながりのものであ
るとも論じています。このような性感染症や
避妊を含んだ性教育への反対運動は、コン
ドーム・プロモーションをはじめとする性感
染症対策の大きな障壁となっていると考えら
れます。

（５）終章　性感染症予防対策の原点
　性感染症予防対策の原点は、１）「人々の
性行動の現実」を直視するところからはじま
ります。個々人は、思想信条の自由に従い、
禁欲や貞操といった理想を追求する権利があ
りますが、性感染症に対して禁欲や貞節が、
公衆衛生対策として功を奏した例は過去に

ありません。「ヒトは多種多様な性行動をと
る」ことを受容し、決めつけをしない（Non 
judgmental）中立的な態度に徹することが
原則です。HIV/AIDSの世界的流行に対して
WHO（世界保健機関）やヨーロッパ諸国は
この立場をとってきましたし、この基本方針
が今後も揺らぐことはないと思われます。大
阪CSWスタディのアンケート項目には、「決
めつけをしない」ことに細心の注意が払われ
ています。
　次に、２）性感染症に対する高リスク者に
対し、スティグマ（stigma, 烙印）をなくす
ことが求められます。スティグマは、根拠の
ない偏見や差別のことですが、性感染症を含
む感染症に一方的な加害者は存在しません。
私たちは、感染させられる被害者にも、感
染させる加害者にもなり得ます。我が国に
は、過去に結核、梅毒、ハンセン病、HIV/
AIDS、そして新型コロナウィルスの流行に
際し、感染者を犯罪者扱いしたり、家族に
至るまで差別をしたりしてきた歴史がありま
す。感染者が医療機関を迅速に受診できる社
会環境があることが、感染拡大阻止に必須で
す。性感染症は、人間の自然な営みから発生
する疾患であり、不必要なレッテル貼りや差
別は、蔓延抑止の妨げになります。場合によっ
ては処罰の対象となり得る売防法については
廃止が強く望まれます。
　最後に、否、最初に論ずるべきかもしれま
せんが、４）当事者である高リスク者の意思
や利益に沿った対策を立てることが成功の秘
訣と考えます。当事者の意思や利益に本当に
寄り添えているか、常に自問自答する必要が
あります。例えば、「性産業労働者＝CSW」
という呼称は、必ずしも当事者に受け入れら
れていません。当事者の側からすれば、どの
ような呼称であれ、特定の集団としてレッテ
ルを貼られること自体が不愉快なことに違い
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ありません。前出の当事者経験のある酒井は、
その著書９）の中で、「セックスワークは他の
労働者の仕事と同じではない」と言い、その
根拠に、仕事中にレイプされても泣き寝入り
するしかないファッシンヘルス嬢の例をあげ
ています。韓国の自助グループ「性売買経験
者当事者ネットワーク・ムンチ」は、その著
書『無限発話』21）の中で、当事者の言葉とし
て「わたしたちは『性』を買われているので
はなく、カラダと時間とその時間に属するす
べてを買われているのです。客は、性的欲求
からではなく支配欲、自分の能力の確認、自
己顕示欲から訪れるのに『性』を買うという
言い方をします」と買春者を分析しています。
そして、他の職種の労働者と同一であるとい
う「セックスワーク論」に明確に反対してい
ます。実効性を優先して対策を立てることは
基本ですが、人権・貧困・女性蔑視の問題を
抜きにした性感染症対策にはおのずと限界が
あることも認識しておきたいものです。
　大阪CSWスタディから四半世紀が過ぎて
しまいましたが、この調査に真摯な姿勢で協
力を惜しまなかったCSWの皆さんとX診療所
の医師・看護師・スタッフの皆さんにこの場
を借りて深く感謝します。大阪CSWスタディ
と前後して、タイ王国、チュニジア共和国、
インドにおいて、JICA（日本国際協力機構）
やWHO（世界保健機関）の公衆衛生・リプ
ロダクティヴヘルスの専門家として、またア
フリカのマラウィ共和国には「国境なき医師
団」のエイズ・性感染症のボランティア医師
として働く機会を得ました。さらにロンドン
大学熱帯医学衛生学大学院やハーヴァード大
学公衆衛生大学院にて、エイズ・性感染症の
疫学について学ぶ機会を与えられました。本
稿には上記の多くの関係者の指導・助言が反
映されています。また、積年の思いを発表す
る機会を与えて下さった大阪防疫協会の今田

光三理事長と「Makoto」の査読者・林田雅
至大阪大学名誉教授に感謝します。そして、
この論文の執筆中の2025年１月に突然逝去さ
れた恩師の多田羅浩三大阪大学名誉教授にこ
の場を借りて追悼の意を表します。
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